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４．施策の推進方向

４－１．人権が重視される社会基盤の構築

○ 差別のない社会、個人としての尊厳が重んぜられた社会、個性や能力を発揮し

自己実現の機会が確保された社会を実現するためには、人権の視点が社会の

隅々にまで根づいたものにすることが必要です。

このためには、まず、一人ひとりが人権尊重社会の実現に向けて、主体的な取

組みを行うことが求められています。

同時に、具体的な人権上のニーズや問題を抱えた当事者の自立、エンパワメン

トを支援し、自己選択・自己決定できる環境を整備することが不可欠です。

○ 二つめには、家庭や学校、地域等あらゆる機会や場をとらえて人権教育の取

組みに対する支援を行う必要があります。また、家庭や学校、地域等の中で、

一人ひとりがかけがえのない存在として尊重され、人権尊重の理念が実践さ

れていることが重要です。

家庭は、人間関係を形成するための基礎的な力や社会規範・倫理観、豊かな感

性を育むために重要な役割を担っており、その機能が適切に発揮されるよう、

適切な支援が行われることが必要です。

  また、学校教育においては、すべての教育活動を子どもの人権尊重の観点から

実施することが求められており、「日本国憲法」や「国際人権規約」をはじめ、

「子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）」、人権に関する法律・条例等

の趣旨、内容を適切に踏まえて、子どもに対する指導が行われなければなりま

せん。

○ 三つめには、府民一人ひとりが、主体的に社会に参画するためには、自らの可

能性を信じ、自己実現する力を養う「学び」の場が提供されていることが重要
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です。

  また、メディアが大きな役割を果たす社会において、メディアを使って表現し

ていく能力、様々な情報を主体的・批判的に読み解く能力、いわゆる、メディ

ア･リテラシーを高めることが、人権教育を進める上で重要です。

  さらに、情報化が進展する中、個人情報の保護等についても、理解を深めるこ

とが求められています。  

○ 四つめには、現実に起こっている人権問題に対し、人権教育等に携わる者が具

体的・実践的な対応力を持つことが重要です。些細な出来事を見逃さず、適切

な対応が図られるよう、一つひとつの事例から人権の課題を明らかにするとと

もに、人権教育に活かすための調査・研究の取組みが図られなければなりませ

ん。

○ 五つめには、グローバル化の進展により、地域の中で暮らす外国人は増加し、

文化や価値観の多様化が進む中、大阪がすべての人にとって快適な都市として

発展していくためには、すべての人の人権が尊重されるとともに、言葉や文化、

習慣の違いを認め合う社会を実現していくことが重要です。

【１】 人権を知ること、考えること、行動することを支援する環境の構築

○ すべての府民が主体となった人権尊重社会を築くためには、日本国憲法や国

際人権諸条約、人権に関する法律・条例などの具体的な人権関係規程の趣

旨・内容や個別・具体的な人権問題の解決に際して利用することができる行

政サービス・方策などについて、知ることができ、自らが最良の選択を行う

ことができる社会づくりが不可欠です。

○ このため、一人ひとりの具体的なニーズに応え、問題の発見から解決のため

の方策・手順等について、知ること、考えること、そして、行動することを

支援する環境づくりを推進します。
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【人権を知ること、考えること、行動することを支援する環境イメージ図】

人権教育のためのネットワーク

実行目標

○ 人権問題を早期に発見し、人権侵害を未然に防止するため、誰もが人権に関す

る基本的な事柄について、身近なところで学べるよう人権教育のためのネット

ワークづくりを推進します。

府         民

・ 具体的な人権の内容

・ 利用できる行政サービス

・ 対人関係等の悩みを解決するヒント 等

相談・支援の

ための機関

救 済 の た め の

機関

市

町

村

大

阪

府

関

係

団

体

民

間

団

体

【２】 家庭、学校、地域、職域等における人権教育の取組みに対する支援

○ 人権教育については、人権及び人権問題にかかる知識を深めるだけではなく、

人権侵害を生み出すおそれのある慣習等への気づきを促すとともに、人権問

題の解決に資する技能と態度を身につける取組みを推進することが求められ

ており、家庭や学校、地域、職域等あらゆる機会や場をとらえて人権教育の

取組みに対する支援を行います。

○ 人権教育の支援に当たっては、自己を肯定し、誇りをもって社会に関わろう

とする自尊感情や、他者の立場や痛みを理解し、その権利を尊重することを

学び身につけることが、社会生活を営む上での基礎となるものであること、
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さらには、幼少期から、生命の尊さや人の人たる道（人間として基本的に守

らなければならないルール）に気づかせ、豊かな情操や思いやりを育み、お

互いを大切にする態度と人格を培うことはその後の成長に応じた人権教育を

実効的なものとする上で、大きな役割を果たすものであることを踏まえた取

組みが必要です。

○ また、府民一人ひとりが、それぞれの違いを認め合いながら他の人とつなが

り支え合う関係を培うことも、人権尊重社会の実現に向けては重要であり、

人と人との豊かな関係づくりに向けた取組みを支援します。

【人と人との豊かな関係づくりにかかる事業の推進イメージ】

実 行 目 標

○ 人 と 人 と の 豊 か な 関 係 づ く り の 基 礎 と な る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 や 自 尊 感 情

を 高 め る 技 術 の 習 得 を 内 容 と す る 参 加 体 験 型 の 学 習 会 が 、各 市 町 村 に お い て 実 施

さ れ る よ う 、 取 組 み を 促 進 し ま す 。

府           民

地 域 （ 自 治

会・子 ど も 会

職 場 ・ 職 域 自 主 学 習

グ ル ー プ       

地 域 （ 市 町 村 ） … 豊 か な 関 係 づ く り 講 座 を 開 催

● 人 と 対 立 し た と き 、 ど う す れ ば よ い か 。

● 自 分 を 理 解 し 、 自 尊 感 情 を 高 め る 方 法 等

豊 か な 関 係 づ く り 「 プ レ 講 座 」 の 開 催 （ 大 阪 府 ）

プ レ 講 座 ・ 豊 か な 関 係 づ く り 講 座 の 体 験

      ・ 講 座 の 企 画 、 運 営 等 に つ い て

参 加 者   ・ 地 域 に お い て 講 座 を 開 催 す る 予 定 の 関 係 団 体 等 職 員

      ・ 自 ら が 講 座 を 開 催 す る 予 定 の 民 間 団 体 等 ス タ ッ フ

【３】 教育の機会均等の確保と「学び」の場の充実

○ 府民一人ひとりが、個性や能力を活かして、自己実現を図ることができる社

会を構築するためには、学校、地域、職域といった身近な場所において、「学

び」の場が提供されていることが重要です。
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○ すべての人々が社会に主体的に参加できるようにするために、すべての子ど

もに、それぞれの状況に即して教育の機会均等の実現を図るとともに、興味・

関心から学習への意欲を育成し学ぶ喜びを実感させ、自己選択に基づく学習

と進路の保障を図ることなどを通して、生涯学習の基礎となる力を育むこと

が必要です。学校教育は、このような人権としての教育を保障し、「学び」に

欠くことのできない大きな役割を担っており、今後とも、その充実に向けた

取組みを推進します。

さらには、学校がすべての子どもにとって、安心して安全に学ぶことができ、

同時に、一人ひとりの違いを認め合う感性、集団生活を通して自らの権利と

義務を自覚する態度を育成する場所となるような取組みを進めます。

○ また、府民一人ひとりが、社会生活を営むために必要な知識や技能を身につ

け、生涯にわたり自分らしい生き方を選択できるよう、自立とエンパワメン

トを支援する様々な学習活動の機会や場の充実を進めます。

【４】 現実に起こっている人権問題を踏まえた課題の共有・教材化

○ 今なお、差別事象が発生するなど、人権侵害が跡を絶たない状況の中で、そ

の未然防止に向けた取組みを強化、充実していくことが求められています。

○ とりわけ、人権学習については、その内容が学ぶ者にとって、知識を深める

だけではなく、自らに関わる事柄として認識を深め、人権問題の解決に資す

る技能と態度を身につけていけるものとすることが求められています。

○ このため、人権相談事例等を通して明らかになった人権の現状や課題につい

て、その背景や要因等を分析、整理するとともに、その結果を共有・教材化

することにより、人権教育・啓発に活かしていく取組みを進めます。
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【現実に起こっている人権問題を踏まえた人権教育施策の展開イメージ】

            

                                 課題の

                                 共有

                                 教材化

                                   

            

把握

分析

人 権 教 育

府民・当事者

人 権 が 重 視

さ れ た 社 会

の 仕 組 み

行政機関

相談機関

教育機関

現実に起こる人権問題 人権教育･啓発への展開行 政 及 び 関 係 機 関 等

非合理的な慣習等
＋

偏見、他者への無関心
等

人権問題が発生

実行目標

・人権相談事例等から見えてきた課題を分析、整理し、これを共有・教材化することにより、人権

を自らに関わる事柄として認識を深め、人権問題の解決に資する技能と態度を身につけていける

ものとする人権教育の取組み（人権侵害等の未然防止）に活かしていきます。

【５】 調査・研究機能の強化、充実に向けた取組み支援

○ インターネットを利用した差別表現の流布や生命倫理をめぐる問題など、新

たな人権問題が生起する中、大学や民間機関において、メディア・リテラシ

ーや生命科学の展開と人権尊重のあり方など様々な研究、アプローチが行わ

れており、これらの成果を有効に活用し、人権教育にかかる新たな教材の作

成など効果的な施策に結びつけていくことが必要です。

○ このため、人権教育にかかる研究者等との研修交流会や調査・研究事業の共

同実施など、連携を深めていきます。



  - 19 -                                    

【６】 多様な文化や価値観を持つすべての人々が共生できる人権教育の推進

○ 大阪府には、これまでから歴史的な経緯を有する多くの在日韓国・朝鮮人が

居住し、また、近年では、中国、ブラジル、フィリピンなどから、様々な文

化的背景を持つ人々も増加するなど、多様な文化や価値観等を認めあい、と

もに暮らすことのできる共生社会の実現は不可欠なものとなっています。

○ また、国際交流の取組みも重要です。異なる文化や価値観に対する理解を深

めることを通して、共に生きることの大切さを学ぶ機会となるものであり、

こうした取組みを通じ、人権意識の高揚を図っていくことが必要です。

○ このため、あらゆる機会を通じて、異なる文化や価値観等に対する理解を促

進するための教育・啓発の取組みを進めます。
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４－２．人権教育の推進

【１】 人権研修の推進

○ 誰もが人権尊重の精神を当然のこととして身につけ、人権という普遍的文化の

創造をめざすためには、あらゆる機会、場を通じて人権教育を推進することが

求められています。

○ とりわけ、人権尊重社会の実現に深い関わりを有している公務員をはじめ、教

職員、警察職員等に対する人権研修の取組みは不可欠です。

○ 研修については、研修参加者の具体的なニーズやレベル、業務内容に応じた多

様な研修が行えるよう検討を進めると同時に、参加者の気づきを促し、技能と

態度を培うことを目的とした「参加を重視した人権研修」やマイノリティの立

場に置かれている当事者の体験や考え方に直接触れ、人権問題を「自らのこと

と受け止めることができる人権研修」の取組みを推進します。

(1)公務員に対する人権研修の推進

○ 公務員は、業務の遂行に当たって、府民一人ひとりの人権を侵害することが

ないよう、十分留意するとともに、人権を擁護する職責意識を持つことが不

可欠であり、人権保障の歩みや人権についての考え方をはじめ、様々な人権

問題について理解を深め、人権問題の解決を自らの課題として取り組むこと

が求められています。

○ このため、公務員に対する人権研修については、様々な人権問題の背景や現

状、課題について知的理解を図るだけではなく、豊かな人権感覚を身につけ、

人権問題を的確に捉える能力、感性を適正に育むことを目的に、職員採用時

から計画的な取組みを進めます。

○ また、研修に当たっては、研修参加者の職階ごとの育成目標や研修内容、手
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法等について定めた研修カリキュラムを策定することにより、参加者の具体

的なニーズやレベル、業務内容に応じた多様な取組みを進めます。また、そ

の効果の検証に努め、さらなる改善に結びつけるなど、研修の充実を図りま

す。併せて、人権尊重の視点が府民との応対や業務執行等において、きめ細

かく取り入れられた職場づくりを進めるための検討を行います。

【公務員に対する人権研修のイメージ（大阪府：センター研修、部局・職場研修）】

１．センター研修
主事・技師  級 主査 級 課長補佐級 課長 級

採 用 時 2年目 3年目 その他 1年目 １年目 2年目 1年目

階 層 別 研修
( 対象者 :全員 )

新 規 採 用

職 員 研 修
主事･技師級研修Ⅰ

主事･技師級研修Ⅱ 主事･技師級研修Ⅲ 新任主査級研修 人権問題基本研修 人権問題応用研修 新任課長級研修

階 層 別 研 修
( 対象者 :選択 )

中堅職員特別研修
選択研修

（福祉体験研修）

階層別研修の目標（カリキュラムイメージ）

                                                 

課 長 級

1 年 目 の 職 員

補 佐 級

2 年 目 の 職 員
ス テ ッ プ ア ッ プ

補 佐 級

1 年 目 の 職 員

主 査 級

1 年 目 の 職 員

採 用 後

4年目以降の職員

採 用 後

3 年 目 の 職 員

採 用 後

2 年 目 の 職 員

新 規 採 用 職 員

事例研修Ⅰ

気づきを促進

事例研修Ⅱ

行動に結びつける

新たな人権課題や

人権状況の認識

様々な人権課題を

深化させて学習

人権問題への認識

の深化を図り人権

に関する指導能力

の醸成

人権に関する指導

能力をさらに醸成

し研修の推進役と

しての能力を習得

職場研修を総括す

る能力の習得

施策に反映

専門・特別研修

手 話 入 門 研 修

点 字 入 門 研 修

福 祉 体 験 研 修

人 権 問 題 講 座

人権研修指導者

養成研修

２．部局・職場研修

部局・職場研修

配 属 時 研 修

中 堅 職 員 研 修

参 加 体 験 研 修

実行目標

○ 豊かな人権感覚を身につけ、人権問題を的確に捉える能力、感性を適正に育むことを目的に、計画的な人権研修を推

進します。また、研修に当たっては、育成目標や研修内容、手法等について定めた研修カリキュラムを策定します。

国際人権諸

条約や人権

問題の歴史･

背景、法令･

府条例の理

解
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(2)教職員に対する人権研修の推進

○ 学校における児童・生徒に対する教育指導に当たっては、教職員が人権につ

いて十分な認識を持つだけではなく、人権教育に関する知識や技能の修得が

必要です。

○ このため、あらゆる教育活動が豊かな人権意識、人権感覚をもって展開でき

るよう、「人権教育基本方針・人権教育推進プラン」に基づき、人権教育を

推進するとともに、学校において、今なお、人権侵害が生じている現状を踏

まえ、教職員研修の工夫・改善、それぞれの学校に即した研修の充実など、

一層の取組みを推進します。

○ なお、教職員に対する研修についても、その研修カリキュラム等について検

討を進めるとともに、その効果の検証に努め、さらなる改善に結びつけるな

ど、充実を図ります。

(3)警察職員に対する人権研修の推進

○ 警察活動については、警察法第 2 条第 1 項において「警察は、個人の生命、

身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交

通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当たることをもってその責務と

する」と定められ、第 2項において「警察の活動は、厳格に前項の責務の範

囲に限られるべきものであって、その責務の遂行に当たっては、不偏不党且

つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由

の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない」と定められ

ており、犯罪被害者、被疑者、被留置者等の人権に配慮した適正な職務執行

が求められています。

○ このため、採用・昇任時、あるいは専門教養のための警察学校及び職場にお
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けるあらゆる機会を捉え、「警察職員の職務倫理及び服務に関する規則（平

成 12年国家公安委員会規則第 1号）」に定める基本的人権の尊重を柱とする

「職務倫理の基本」に基づき、各種の職務倫理教養の一層の充実を図ります。

○ また、従来から実施している人権尊重に配慮した府民応接活動、被害者への

適切な対応、被疑者・被留置者の適正な処遇等についての人権研修を引き続

き実施します。

(4)福祉・医療関係者に対する人権研修の促進

○ 社会福祉施設の職員等の福祉関係者は、子ども、障害者、高齢者等に対する

処遇や介護に直接当たるなど、人権の保障に密接な関わりを持っており、人

権について高い識見が求められています。

○ また、医療関係者についても、インフォームド・コンセント（注３）の確立や

プライバシーの保護、病歴等医療情報の秘密の保持など、患者一人ひとりの

人権を尊重する医療の実現が不可欠です。

○ これまで、福祉・医療関係者に対する人権研修については、それぞれの関係

者が所属する法人や当該法人を構成員とする各実施主体等により、幅広く実

施されてきましたが、こうした取組みをさらに促進するため、関係団体との

連携を図りながら、研修の充実に努めていきます。

○ また、研修については、福祉や医療など、それぞれの職務内容に応じた研修

が行われるよう、その内容の充実に向けた取組みを促進するとともに、事例

から学ぶ実践的な研修が行われるよう支援を行います。

                                    
（注３）インフォームド・コンセント

医療において、医師が患者に診断の結果や治療の必要性を説明するなど、十分な情報提供を行

うことにより、患者が納得し、同意してから治療することを言います。
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(5)民間団体、企業等における人権研修の促進

○ 人権問題は、本人の適性や能力に関係のない事柄や非合理的な制度や慣行等

を背景に職場等の中で生起しており、人権が尊重された社会づくりを行うた

めには、社会の構成員として重要な役割を担う民間団体、企業等が果たす役

割には大きいものがあることから、その主体的な取組みは不可欠です。

○ このため、それぞれの民間団体、企業等において、人権研修が効果的かつ総

合的に推進されるよう働きかけを行うとともに、各人権課題・分野等に即し

て、より柔軟かつ幅広い取組みがなされるよう、内容・手法等について支援

します。

○ また、企業活動については、人権や環境等にかかる社会的責任を積極的・主

体的に遂行していくことが強く期待されており、人権に関する法令が企業等

の活動の隅々にまで活かされる「コンプライアンスの取組み」（注４）の促進

を図ります。

                                          

（注４）コンプライアンスの取組み

法令の趣旨、内容を理解するだけでなく、法令遵守はもとより、法令が実現しようとする社会

的な利益を増進する行動、もしくは事業活動を企業に求めるものです。   
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【２】 人権教育を担う人材の養成と活用

○ 地域の隅々まで人権文化を広く普及していくためには、地域や職域など生活に

身近なところで、人権教育が行われることが必要です。

○ こうした人権に関する学習は、人権及び人権問題にかかる知識を深めるだけで

はなく、気づきを促し、技能と態度の会得をめざして行われることが求められ

ています。このため、同和問題をはじめ、女性・障害者・外国人等の人権にか

かる様々な課題について府民の理解を促し、学習意欲を刺激できる人材を養成

することが不可欠です。また、こうした人に対し、幅広い識見や専門的な見地

から指導を行い、人権教育を先頭に立って進める者の養成を進めることも求め

られています。

○ また、様々な所で人材養成がなされていますが、これらのネットワークづくり

など連携を進めることにより、養成した人材が自律的に活動できる機会や場の

提供など、その活用を図ることも必要です。

(1)地域、職域等において人権教育を担う人材の養成

○ 地域、職域等において、身近な指導者として人権研修を担うとともに、人権

教育にかかる事業を企画、推進する人材の養成を計画的に進めます。

○ また、人材の養成に当たっては、育成レベルや学習内容を明確にした人材養

成プログラムを作成することにより、学習水準の確保に努めます。

【人材の養成と活用】

    

  大阪府等            地域・職域等

人材の養成            人材の活用

実行目標

○ 計画期間内に６００名（1名／人口１０千人当たり）の人材を養成します。
○ 人材養成プログラムのイメージ

  講座Ⅰ（人権の現状と課題、人権思想等）…１０時間程度

  講座Ⅱ（指導者としてのスキルの養成） …２５時間程度
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(2)専門的知識を持った人材の養成

○ 人権尊重社会を確固たるものにするためには、生起する様々な人権問題につ

いて、専門的な調査・研究を行い、その成果を人権が重視された社会づくり

に活かしていく取組みが重要です。

○ とりわけ、人権について高度な専門性と豊富な経験を有する人材は、個々の

人権問題の原因・背景を分析し、人権教育の方法や教材、研修カリキュラム

の開発などを通して研究の成果を社会に還元することが求められています。

また、身近なところで人権教育を担う人材の養成など、人権教育を先頭に立

って進めることが期待されており、その養成に向けて、社会全体の取組み方

策について検討を進めるとともに、機運の醸成を図ります。

【専門的知識を持った人材の養成イメージ】

          

人 権課題

の

分 析・研究

人権教 育を

担 う 指 導 者

の養成

人 権 教 育 の 手

法 や教材、カリ

キ ュラム開 発

専 門的 知識を 持っ た人 材

人 権尊 重社 会の 実現 に向 けた 課題

○ 新た な人 権課 題へ の対 応

○ 地域 、職 域等 にお いて 人権 意識の高揚を図る人材の育成

○ 人権 教育 手法 の検 討

人 権に かかる 高等 教育 機 関の 設置等

例：『国際人権大学院大学（仮称）』 等

○ 人権に ついて の専 門的知 識を持ち 、人権 教育 を先頭 に立って 進 める人

材を養 成する ため、「 国際人権 大学院 大学（夜 間）の 実現をめ ざす大 阪

府民会 議」の 一員とし て、プ レ講座の 開催等 機運の 醸成を図 ります 。

実行目 標

連 携
既存 の大学 等

高等 教育機 関
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(3)人材の活用

○ 養成した人材の活用を図るとともに、人権を学ぶ者の具体的なニーズに応じ

た指導者の派遣等を適切に行うため、人権教育にかかる人材バンクのあり方

について、民間における指導者派遣等の取組み状況を踏まえつつ検討を進め

ます。

○ また、府民が主体となった学習グループの形成や場づくりに成功したモデル

事例を収集し、人材活用の観点から事例の検討を進めるとともに、検討の結

果を人権教育の場づくりに活かしていきます。

【人材バンクのイメージ】

           
            

               
            派遣・支援         派遣・支援

地 域 人 権 教 育 推 進 指 導 者 養 成 事 業

                                            

                                     

                                

                                     

受講修了者の登録           

                                             

     

                      

                 

                         

    

人材バンク

府 ・ 市 町 村 等

○ 人権研修

○ 府民向け人権講座

地 域 ・ 学 校 等

○ まちづくり交流会

○ 自主学習会

企業・ＮＰＯ 等

○ 人権研修

自主学習グループによ

る自主的な学習等

課題を抱えた当事者と

の交流会等の開催

研修や講座、イベント等の

講師紹介依頼

催事の目的や内容に応じた

企画提案、講師紹介等

機 能 内 容

・人権に関する講師等を登録／紹介／提案

・学習会の内容や進め方など、場づくりの支援・提案

学識経験者 実務経験者

実行目標

○ 地域や職域において、人権教育を進める人材の紹介や、人権を学ぶ場づくりについて支援、

提案を行うことを目的とした人材バンクのあり方に関する検討を進めます。
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【３】 人権教育教材の開発

○ 人権教育を効果的に実施するためには、人権を学ぶ者の意欲、関心を呼び起こ

し、気づきを促す教材とすることが不可欠です。

○ そのためには、あらゆる人々が人権問題について理解を深め、社会の構成員と

して豊かな人間関係づくりに積極的に取組む意欲、関心を引き出すような内容

にすることが必要であることから、教材は、人権を学ぶ者のニーズ、レベルに

きめ細かく対応したものでなければなりません。

○ また、すべての人々に人権侵害に立ち向かう力を養い、一人ひとりの自立とエ

ンパワメントを支援する観点も必要です。

(1)効果的、実践的人権教育教材の開発・整備

○ 人権教育教材については、国際人権諸条約をはじめ、人権に関する法律、条

例などの具体的な権利について理解を深めるものや、人権救済・相談から見

えてきた課題を学びに活かすため事例化したもの、自尊感情の大切さに気づ

かせるものなど、実践的な教材の整備を推進します。

○ また、教材の開発にあたっては、人権を学ぶ者のニーズ、レベルを踏まえ、

きめ細かく作成することが必要であることから、人権関係機関との連携を深

め、その内容の充実を図ります。

(2)人権教育情報の収集と提供

○ 市町村等が実施する人権教育や民間団体、府民自らが行う学習活動等を支援

するため、人権教育を目的としたビデオや書籍、先進事例等の情報収集を図

るとともに、広く情報を提供します。
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【４】 ＮＰＯ等民間団体と連携した取組みの推進

○ NPO 等の民間団体（注５）は、自らの創造性を働かせて、多様化する府民ニー

ズに対応したサービスをきめ細かく提供できることから、社会を支える主体の

一つとして期待されています。

○ NPO 等の民間団体の中には、人権尊重社会の理念を広める活動や人権侵害に

対する支援活動を行う団体もあり、こうした活動の広がりを糸口に連携や協働

関係の構築を図り、人権文化を社会の隅々にまで根づかせる取組みを進めてい

くことが重要です。

(1)ＮＰＯ等民間団体の活動に対する支援

○ 人権にかかるＮＰＯ等の民間団体の活動の多くは、ボランタリズムに支えら

れながら、自主的・自立的に活動されており、団体の主体性に配慮しつつ、

その取組みを促進するための環境づくりが必要です。

○ このため、それぞれの活動事例にかかる研究発表・交流会等の機会と場の提

供や活動内容の府情報誌への掲載など、その活動を支援することにより、行

政をはじめ、府民、ＮＰＯ等の民間団体、企業など、様々な主体がつながり

を深め、活動の幅を広げていく取組みを推進します。

(2)連携・協働体制の構築

○ 人権にかかるＮＰＯ等の民間団体が、機動性や自立性といった特長を活かし

ながら、行政と対等な協力関係の下で事業が実施できるよう、十分な意見交

換を通じて、連携・協働体制の構築を図ります。

                                     
（注５）人権に関する活動を行うＮＰＯ等民間団体

  ＮＰＯ法人以外に、福祉、保健・医療、教育･子育て、まちづくり、法曹等の様々な活動分野

で人権相談、教育啓発等の人権に関する活動を行う団体、その他、人権に関する研究団体や、

企業等の協議会組織も含みます。
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【５】人権意識の高揚につながる情報の提供

○ 人権文化に溢れた、豊かな人権尊重社会を築くためには、すべての府民に人権

意識の高揚につながる様々な情報を継続的に提供することが重要であり、府広

報誌をはじめ、インターネットの積極的な活用など、あらゆる媒体を利用した

積極的な情報発信を行います。

○ また、情報発信にあたっては、人権相談等の施策と連携して、必要とされる情

報を適切に提供するとともに、啓発媒体や手法、緊急性等について、絶えず点

検を行い、効率的、効果的な施策推進を図ります。

○ さらに国連をはじめとした国際社会に対し、人権教育に関する情報の積極的な

発信を行います。
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４－３．計画の推進体制の整備

○ この計画に基づく施策を効率的・効果的に展開するため、大阪府人権施策推進

本部のもと、横断的・計画的な取組みを推進します。

○ 人権教育の推進に当たっては、地域に密着した基礎自治体である市町村と広域

自治体である府が、それぞれの役割を果たしつつ、互いに連携する関係を構築

することが必要であることから、大阪人権行政推進協議会等における情報交換

等を通じ、効率的・効果的な施策の推進に努めます。また、この計画に基づく

取組み等に関して府民の意見を幅広く聴く場を設置するとともに、人権啓発推

進大阪協議会をはじめとする民間団体や市町村を通じた地域人権協会との連

携を進め、先導的・先駆的な人権教育施策の普及、促進を図ります。


